
   紀美野町外部の労働者からの公益通報に関する要綱 

 

令和８年３月 10 日 

告示第 12 号 

 

（目的） 

第１条 この告示は、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号。以下「法」

という。）第 13 条第２項の規定に基づき、外部の労働者からの法に基づく公

益通報及びその他の法令違反等に関する通報を適切に取り扱うため、これ

らの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保

護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 外部公益通報法第２条第１項に規定する労働者であって同条第３項に

定める通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する本町

の機関に対して行う同条第１項の規定による公益通報をいう。 

(２) 所管課通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等

をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語の意義は、法

の例による。 

（組織体制） 

第３条 外部の労働者からの公益に関する事務を総括するため、総括通報等責

任者に副町長をもって充てる。 

２ 総括通報等責任者は、外部の労働者からの公益通報に係る対応、調査の進

捗等の管理その他通報への適切な対応を確保するものとする。 

３ 総括通報等責任者は、前項の事務を通報等責任者に行わせるものとし、通

報等責任者は所管課の課長をもって充てる。 

４ 通報等責任者が、当該外部公益通報に関係する職員である場合は、総括通

報等責任者又は、その他適切な者をもって充てる。 

（通報窓口） 

第４条 外部公益通報の受付事務等総合的な対応の窓口（以下「通報窓口」と

いう。）を総務課に設置する。 

２ 町長は、前項に規定する通報窓口の所在地、連絡先その他必要な事項を外

部公益通報を行おうとする者（以下「通報者」という。）に明らかにするため、

ホームページ等により公表するものとする。 

３ 通報者が所管課に外部公益通報を行った場合は、第１項の規定にかかわら

ず、当該所管課に通報窓口を設置する。 



４ 前項の場合において、所管課が複数あることが判明したときは、通報者 

が最初に外部公益通報を行った所管課を通報窓口とする。 

（外部公益通報の受付等） 

第５条 外部公益通報の受付方法は、書面の持参、郵送、ファクシミリ及び電子

メールによるものとする。この場合、紀美野町外部公益通報書（様式第１号）

により行うものとし、所管課において受け付けるものとする。 

２ 総務課に紀美野町外部公益通報書の提出があった場合は、遅滞なく所管課

に取り次ぐものとする。 

３ 外部公益通報のあった所管課は、当該外部公益通報をした通報者に対し、

通報対象事実の内容等について必要な確認を行うとともに、通報者の外部

公益通報に関する秘密が保持されること及び本町における公益通報の取扱

いその他必要な事項を可能な限り説明するものとする。 

４ 所管課は、紀美野町外部公益通報書により外部公益通報を受け付けたとき

は、必要な確認を行い、受理するか否かを判断するものとする。ただし、通報

者からの通報が次に掲げる場合は受理しない。 

(１) 通報対象事実について、町が処分又は勧告等をする権限を有しないも

の 

(２) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる相

当な理由のないもの 

(３) 通報内容が具体性を伴わず、明らかでないもの 

(４) 通報内容が虚偽であると明らかなもの 

(５) 通報内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内容について確

認することが困難であると認められるものであるもの 

(６) その他外部公益通報に該当しないことが明らかなもの 

５ 所管課において、受理するか否かを決定した場合、その結果を外部公益通

報受理・不受理通知書（様式第２号）により、速やかに通報者に通知し 

なければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合はこの限りでは

ない。 

６ 所管課は、外部公益通報受付等において、対象事実に係る処分又は勧告等

を行う権限が本町以外の行政機関に属することが明らかなとき又は明らか

になったときは、当該行政機関を通報者に教示しなければならない。 

７ 匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱い

を行うものとする。 

（調査の実施） 

第６条 所管課は、必要があると認められるときは、通報された事実について

速やかに調査を開始しなければならない。この場合において、調査は、外部

公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報

者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認めら



れる方法で行うとともに、当該通報内容に関係する職員は調査の関与から

排除して行うものとする。 

（調査結果に基づく措置） 

第７条 所管課は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実が存在し、必

要があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置（以

下「措置」という。）を講ずるものとする。 

２ 所管課は、前項の措置を講じたときは、外部公益通報調査結果報告書（様

式第３号）により、速やかに通報者に通知するものとする。ただし、通報 

者が通知を希望しない場合は、この限りではない。 

３ 前項の通知は、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮して行

うものとする。 

（協力の義務） 

第８条 所管課は、他の行政機関その他の公の機関から外部公益通報に関する

調査等の協力を求められたときは、必要な協力を実施しなければならない。 

２ 通報対象事実に関係する所管課が複数ある場合は、連携して調査を行うも

のとする。この場合において、通報者に対する通知は、通報対象事実に関係

する所管課で協議し、主たる所管課において行うものとする。 

（通報者等の保護） 

第９条 総括通報等責任者及び通報等責任者は、通報対応の終了後において

も、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報したことを理由と

して、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかに

なった場合には、通報者の保護に係る必要な支援を行うよう努めるものと

する。 

２ 外部公益通報において事務又は調査等に従事した職員は、当該外部公益通

報に関して職務上知り得た秘密その他一切の事項を他に漏らし、又は不当

な目的に利用してはならない。当該職を退いた後も同様とする。 

（外部公益通報状況の公表） 

第 10 条 通報等責任者は、件数等必要と認める事項を適宜公表する。ただし、

公表することにより、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護及び適

正な業務執行確保並びに利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の

保護に支障が生ずると認められる場合においては、個々の通報事案ごとに、

その全部又は一部を非公表とすることができる。 

第 11 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附則 

この告示は、公布の日から施行する。 

  



 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

年   月   日  

 

紀美野町外部公益通報書 
 

私は、公益通報者保護法に基づき、以下のとおり通報します。 

通   報   者 

 

住 所                        

氏 名                        

生年月日                       

勤務先・所属                     

連絡先                        

□自宅  □携帯電話  □勤務先  □その他（ ） 

通報者の区分 

□ １従業員（ 正社員・パート・アルバイト） 

□ ２派遣労働者（派遣元： ） 

□ ３取引先 

□ ４退職後１年以内で１から３までの者 

□ ５役員 

□ ６その他（ ） 

通 報 者 希 望 

の連 絡 方 法 

                                      

通知の希望（ □有 □無 ） 

通
報
等
の
内
容 

発生日時：   年   月   日 午前・午後    時    分 

発生場所： 

 

通報等対象者： 

対象となる行為： 

 

 

対象となる事実を知った経緯： 

 

証拠書類等の用意  （ □有（                ）   □無 ） 



 

 

様式第１号継続紙（第５条関係） 

 

 

通報等の内容 

・通報者が知り得る範囲で、通報等対象者が、いつ、どこで、誰が、何をして、どのよう

になったのかなど具体的に記載してください。 

・通報等対象事実が、まさに生じようとしていると思料する場合は、その理由について

具体的に記載してください。 

 

 

  



 

 

様式第２号（第５条関係） 
 

 紀総第     号  

年   月   日  

 

外部公益通報受理・不受理通知書 

 

      様 

 

紀美野町長      

 

年  月  日付けで受け付けました公益通報について、下記のとおり通

知します。  

 

記 
 

１外部公益通報申出書を受理します。 

 

２外部公益通報申出書を不受理とします。 

 

 

（１の場合） 

※ あなたが行った公益通報は、公益通報者保護法第３条（解雇の無効）、第４条

（労働者派遣契約の解除の無効）、第５条（不利益取扱いの禁止）及び第６条（解

釈規定）までの規定が適用されるため、公益通報を行ったことにより、あなた

に対する不利益な取扱いは無効とされ、又は禁止されています。 

※ あなたが公益通報を行ったことに関する秘密は、保持されるよう適切な措置

が講じられます。 

 

（２の場合の理由） 

① 当該通報等が、公益通報者保護法別表第８号の法律を定める政令に規定する

法律以外の法令等の違反によるものであるため。 

② 通報対象事実について、市が処分又は勧告等をする権限を有しないため 。 

（正しい通報先：                      ） 

③ 証拠資料の提出がない又は提出された証拠資料では不十分であるため。 

④ その他（                          ） 

 

 

 

担当課連絡先      課  担当者：  （   -    ） 

 

  



 

 

様式第３号（第７条関係） 
 

 

 紀総第     号  

年   月   日  

 

外部公益通報対応報告書 

 

      様 

 

紀美野町長      

 

年  月  日付けで受け付けました公益通報に係る調査結果及び調査

結果に基づく是正措置等について、下記のとおり通知します。  

 

記 
 

１ 調査実施の結果、通報に係る法令違反行為を発見しました。 

（是正措置等の内容） 

 

２ 調査実施の結果、通報に係る法令違反行為は発見されませんでした。 

 

 

 

 

 

担当課連絡先      課  担当者：  （   -    ） 

 


